
船舶事故調査報告書 

平成２９年４月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 不明（平成２８年１２月１１日 １１時１５分～２０分ごろ） 

発生場所 鹿児島県瀬戸内町曽
そ

津
つ

高
こう

埼西北西方沖 

曽津高埼灯台から真方位２９９°２９.４海里付近 

 （概位 北緯２８°２９.６′ 東経１２８°３９.２′） 

事故の概要  漁船第三弘
こう

漁
りょう

丸は、西進中、船種不詳（船名不詳）は、航行中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１２月１９日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三弘漁丸、９.９７トン 

ＫＧ２－１７４６（漁船登録番号）、個人所有 

第２９５－４２８３１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 船種船名不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 不明 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 不明 

 損傷 Ａ 船首部及び球状船首部に破損 

Ｂ 不明 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、曽津高埼北西方沖において魚群

探知機で探索を終えた後、別の漁場に移動しようと約４～５ノットの

対地速力で自動操舵により西進した。 

 船長Ａは、前方に他船を認めなかったので、操舵室の床面に座って

漁具を作っていたところ、いつしか居眠りに陥り、曽津高埼西北西方

沖において、船舶と衝突する衝撃を感じた。 

 船長Ａは、衝撃を受けて目が覚め、主機を後進にかけたところ、Ｂ

船を認めたが、Ｂ船がそのまま航行を続けた。 

船長Ａは、Ｂ船が大型船であることを認めたが、船名等を確認でき

なかった。 

 Ａ船は、携帯電話の通信圏内まで自力で航行し、船長Ａが海上保安

庁に本事故の発生を通報した後、鹿児島県奄美市大
だい

熊
くま

漁港に巡視船に

えい
．．

航され、帰港した。 

 船長Ａは、ふだん漁具を作った後に出港していたが、本事故時、

時化
し け

が来る前に操業を終えようと思い、急いで出港した。 



 船長Ａは、１２月１１日０１時ごろ大熊漁港を出港しており、また

約２時間漁具を作り続けていたので、疲れて居眠りをしたのかもしれ

ないと本事故後に思った。 

Ａ船のレーダーは、障害物に接近すれば、警報が鳴る機能を備えて

いたが、本事故時、スタンバイ状態になっていた。 

 本事故発生時刻ごろに本事故発生場所付近を航行した船舶のＡＩＳ

情報を入手したが、本事故発生への同船舶の関与を明らかにすること

ができなかった。 

分析  Ａ船は、曽津高埼西北西方沖を西進中、船長Ａが居眠りに陥ったこ

とから、航行中のＢ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、疲労から居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、航行中、Ａ船と衝突したものと考えられるが、Ｂ船を特定

できなかったことから、衝突に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、曽津高埼西北西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が航

行中、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直中に眠気を催した場合には、居眠りに陥ることがないよ

う、外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分に採るこ

と。 

 


